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当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社は、2017 年 11 月 28 日付けで下記の通り訴訟を提起されましたが、その対応方法を決めまし

たので、お知らせいたします。 

 

１．訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯 

当社が一次下請として請け負った横浜市所在のマンション（以下「本件マンション」）の杭工事に

おいて、一部不具合が懸念されることにより本件マンションの建替え費用等を負担したとして、三

井不動産レジデンシャル株式会社から本件マンション施工会社、当社及び杭工事二次下請施工会社

の 3社に対して損害賠償を請求する訴訟が提起されたものです。 

 

２．訴訟を提起した者の概要 

名       称 三井不動産レジデンシャル株式会社 

所   在   地 東京都中央区銀座六丁目 17番 1号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤林 清隆 

 

３．訴訟の内容 

 （１）訴えの内容 

本件マンション施工会社、当社及び杭工事二次下請施工会社に対する不法行為責任等に基

づく損害賠償請求訴訟（以下「本件訴訟」） 

 （２）訴訟目的の価額 

約 459億円 

 

４．当社の対応及び今後の見通し 

当社といたしましては、本件訴訟に対して当社の考えを主張してまいります。 

なお、現時点で本件訴訟が当社の今後の業績に与える影響を見込むことは難しいため、本件訴訟

による当社業績への影響は見込んでおりません。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに

お知らせいたします。 

 

以 上 


